
平成 2 7 年 3 月 5 日

江戸川区土木部

（｜日）新左近川マリーナ施設の不法係留船等の撤去について

広報えどがわ 3 月 1 日号掲載

［公共議（新友近J II内）の船舶などを敏去します〕
区i立、 26年 4 月11 Brこ廃止さ I ~. ！！捌I鰍ま遡
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代執行および措置の内容行政代執行法に纂づき、 g主撤去を求める
戒告を行いましたが、実ij8を経過しても撤去が履行されないため、
代執行令書を所有者に送還し、同法第 2 条に基づく撤去を実施し、

これに婆した費用を徴収します。
代執行および措置予定5 3月 16日麹～258密
※天候などにより、包程を変更する場合があります。
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